
決
定
し
た
合
併
協
定
項
目�
決
定
し
た
合
併
協
定
項
目�

第
4
回
合
併
協
議
会
（
2
頁
参
照
）
で
決
定
し
た

合
併
協
定
項
目
は
次
の
と
お
り
で
す
。
（
第
3
回

合
併
協
議
会
決
定
分
を
含
む
）
�

　
・
現
町
名
を
４
町
と
も
残
し
、
町
名
、
字
名
、
小
字
名

は
現
状
の
ま
ま
新
市
へ
継
承
す
る
。
た
だ
し
、
住
居

表
示
上
の
「
大
字
」
「
字
」
「
小
字
」
の
表
記
は
し

な
い
も
の
と
す
る
。�

【
高
齢
者
福
祉
関
係
】�

　
・
新
市
に
お
い
て
、
基
幹
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

（
※
4
）
を
設
置
し
、
中
学
校
区
に
地
域
型
在
宅
介

護
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
。�

　
・
表
彰
制
度
に
つ
い
て
は
、
4
町
に
お
い
て
既
に
、
称

号
を
贈
ら
れ
て
い
る
表
彰
者
は
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

新
市
移
行
後
、
現
行
の
4
町
の
基
準
を
も
と
に
調
整

す
る
。�

　
・
行
政
改
革
大
綱
は
、
新
市
に
お
い
て
策
定
す
る
。�

　
　
検
討
・
調
整
し
、
統
一
し
た
給
食
費
の
設
定
を
行
う
。�

（
※
1
）
集
合
徴
収�

　
　
複
数
の
税
目
を
合
わ
せ
て
徴
収
す
る
方
法
で
す
。
新

市
で
は
、
市
府
民
税
、
固
定
資
産
税
（
都
市
計
画
税

を
含
む
）
が
対
象
税
目
と
さ
れ
て
い
ま
す
。�

（
※
2
）
期
割�

　
　
1 
年
間
の
納
期
を
何
回
に
分
け
る
か
（
納
期
の
回
数
）

を
示
し
ま
す
。�

（
※
3
）
再
振
替�

　
　
納
期
末
日
の
口
座
振
替
時
に
、
残
高
不
足
の
た
め
振

替
が
出
来
な
っ
た
時
、
数
日
後
に
再
度
振
替
を
行
う

こ
と
で
す
。�

�

町
、字
の
区
域
及
び
名
称
の
取
扱
い
に
関
�

す
る
こ
と
�

【
収
納
・
徴
収
】�

　
・
集
合
徴
収（
※
1 
）の
期
割（
※
2
）は
、
10
期
（
6
月

か
ら
翌
年
3
月
）
と
す
る
。�

　
・
軽
自
動
車
税
の
集
合
徴
収
は
行
わ
ず
、
1
期
（
4
月
）

と
す
る
。�

　
・
再
振
替（
※
3
）を
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
手
数
料
は

10
円
と
す
る
。�

　
・
督
促
手
数
料
は
、
督
促
状
１
通
に
つ
き
100
円
と
す
る
。�

　
・
納
期
前
納
報
奨
金
は
、
新
市
移
行
時
に
制
度
の
廃
止

を
す
る
。�

　
・
課
税
明
細
書
（
当
初
）
に
つ
い
て
は
送
付
す
る
こ
と

と
し
、
新
市
に
移
行
す
る
。
領
収
済
通
知
書
は
送
付

し
な
い
。
た
だ
し
、
軽
自
動
車
税
の
領
収
済
通
知
書

は
送
付
す
る
。�

【
納
税
組
合
】�

　
・
納
税
組
合
組
織
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
観
点
か

ら
廃
止
す
る
。�

17

　
・
学
校
給
食
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に
継
承
す
る
。
た

だ
し
、
将
来
的
に
は
、
よ
り
安
心
・
安
全
な
給
食
の

実
施
と
経
費
の
節
減
を
図
る
た
め
、
セ
ン
タ
ー
方
式

へ
の
統
一
を
進
め
る
と
と
も
に
、
調
理
場
の
運
営
に

つ
い
て
も
新
市
で
調
整
を
行
う
。
ま
た
、
中
学
校
給

食
は
、
既
に
１
校
実
施
し
て
お
り
、
全
国
的
に
も
普

及
が
進
ん
で

い
る
状
況
も

あ
り
、新
市
に

お
い
て
検
討

を
進
め
る
。�

　
・
給
食
費
は
、新

市
に
移
行
後
、

調
整
す
る
。

献
立
内
容
、

給
食
実
施
回

数
を
統
一
す

る
方
向
で
、�

学
校
給
食
の
取
扱
い
�

19

21

-

⑦ 

行
政
事
務
の
取
扱
い
�

21

1

-
-

　
・
自
治
会
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に
移
行
す
る
。�

　
・
行
政
連
絡
機
構
は
、
新
市
発
足
時
に
、
新
た
な
連
絡

組
織
を
設
置
す
る
。�

　
・
地
縁
団
体
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に
継
承
す
る
。�

自
治
会
、
行
政
連
絡
機
構
の
取
扱
い
�

（
そ
の
１
）
�

19

1

-

各
種
社
会
福
祉
事
業
等
の
取
扱
い（
そ
の
２
）�

19

16

-

納
税
関
係
の
取
扱
い
�

19

10

-

一
部
が
決
定
し
た
合
併
協
定
項
目�

一
部
が
決
定
し
た
合
併
協
定
項
目�

第
4
回
合
併
協
議
会
で
一
部
の
み
が
決
定
し
た
主

な
合
併
協
定
項
目
は
次
の
と
お
り
で
す
。�

�

（4）
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決
定
し
た
合
併
協
定
項
目�

　
合
併
協
定
項
目
の
決
定
内
容
に
つ
い
て
は
、紙
面
の

関
係
上
、そ
の
一
部
を
抜
粋
又
は
編
集
し
て
掲
載
し
て
い

ま
す
の
で
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。�

　
な
お
、会
議
資
料
に
つ
い
て
は
、会
議
当
日
に
、傍
聴
人

に
対
す
る
閲
覧
用
資
料
と
し
て
準
備
す
る
他
、各
町
役

場
に
お
い
て
も
、会
議
の
翌
日
か
ら
、閲
覧
・
コ
ピ
ー（
有

料
）す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、協
議
会
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
お
い
て
も
、速
や
か
に
掲
載
す
る
予
定
に
し
て

い
ま
す
の
で
、ご
利
用
く
だ
さ
い
。�

農
林
水
産
事
業
の
取
扱
い（
そ
の
３
）
�

①
農
業
の
取
扱
い
�

19

28

-

　
・
産
業
の
振
興
と
町
の
活
性
化
の
た
め
の
イ
ベ
ン
ト
と

し
て
、
各
地
域
に
与
え
て
い
る
影
響
等
を
考
慮
し
、

継
承
し
て
行
く
。
尚
、
町
が
主
催
し
て
い
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
出
来
る
限
り
住
民
参
加
の
実
行
委
員
会

方
式
へ
の
移
行
を
図
る
。
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
新

市
の
一
体
性
を
図
る
た
め
の
イ
ベ
ン
ト
や
地
域
に
根

ざ
し
た
イ
ベ
ン
ト
等
に
整
理
し
、
調
整
を
図
る
。�

商
工
観
光
事
業
の
取
扱
い
（
そ
の
３
）
�

②
観
光
事
業
の
取
扱
い
�

19

29

-

【
社
会
教
育
事
業
】�

　
・
現
行
の
ま
ま
新
市
に
継
承
す
る
。
新
市
に
お
い
て
社

会
教
育
推
進
の
方
針
等
定
め
、
地
域
実
態
や
学
習
要

求
、
階
層
や
対
象
別
等
に
応
じ
た
社
会
教
育
事
業
を�

社
会
教
育
の
取
扱
い（
そ
の
３
）�

19

22

-

　
　
引
き
続
き
身
近
な
社
会
教
育
施
設
で
実
施
す
る
と
と

も
に
、
統
合
で
き
る
も
の
や
新
市
レ
ベ
ル
で
実
施
す

る
も
の
等
は
、
新
市
で
調
整
す
る
。�

【
社
会
体
育
事
業
】�

　
・
新
市
に
移
行
後
、
調
整
す
る
。
新
市
に
お
い
て
「
社

会
教
育
推
進
の
重
点
」
を
作
成
し
、
各
種
の
体
育
・

レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
活
動
の
推
進
目
標
を
定
め
、
職

員
体
制
や
事
業
内
容
は
、
新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

体
育
協
会
等
と
連
携
し
た
競
技
会
等
は
、
そ
の
組
織

再
編
と
合
わ
せ
て
一
元
化
を
図
る
と
と
も
に
、
観
光

関
連
・
イ
ベ
ン
ト
ス
ポ
ー
ツ
大
会
に
つ
い
て
は
、
引

き
続
き
実
施
す
る
方
向
で
、
新
市
に
お
い
て
調
整
す

る
。
ス
ポ
ー
ツ
賞
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市

に
継
承
す
る
。
新
市
に
移
行
後
、
表
彰
規
定
を
整
備
・

統
一
し
、
引
き
続
き
実
施
す
る
。�
�

　
・
敬
老
行
事
は
、
当
面
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に
継
承
し
、

段
階
的
に
統
一
を
図
る
。�

　
・
敬
老
祝
い
金
品
の
贈
呈
は
、
一
元
化
の
上
、
新
市
に

継
承
す
る
。
（
長
寿
写
真
は
、
実
施
方
法
の
見
直
し

を
検
討
し
、
100
歳
の
記
念
品
は
、
99
歳
に
す
る
。
）�

　
・
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
関
係
事
業
は
、
新
市
に
お

い
て
調
整
す
る
。�

【
障
害
者
福
祉
関
係
】�

　
・
福
祉
タ
ク
シ
ー
は
、
一
元
化
に
調
整
の
上
、
新
市
に

移
行
す
る
。
対
象
者
は
統
一
し
、
助
成
額
に
つ
い
て

は
、
新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
。�

　
・
身
体
障
害
者
住
宅
改
修
助
成
事
業
は
、
一
元
化
に
調

整
の
上
、
新
市
に
移
行
す
る
。
助
成
限
度
額
は
、
30

万
円
と
す
る
。�

　
・
共
同
作
業
所
へ
の
通
所
支
援
等
は
、
対
象
者
、
支
給

基
準
を
調
整
の
上
、
新
市
に
移
行
す
る
。
（
基
本
限

度
額
は
、
月
額
5
千
円
と
し
、
5
千
円
を
超
え
る
分

は
、
1
／
2
を
補
助
す
る
。
）�

�
【
農
業
関
連
利
子
補
給
制
度
】�

　
・
新
市
に
お
い
て
も
、
国
府
補
助
事
業
を
活
用
し
て
事

業
を
実
施
す
る
。
尚
、
事
業
廃
止
と
な
っ
た
同
和
地

区
農
地
等
取
得
資
金
、
同
和
地
区
農
業
近
代
化
及
び

零
細
農
経
営
改
善
資
金
に
つ
い
て
は
、
経
過
措
置
と

し
て
償
還
期
間
終
了
ま
で
新
市
に
引
き
継
ぐ
。�

【
林
業
振
興
関
連
施
設
】�

　
・
生
産
施
設
に
つ
い
て
は
、
地
元
移
管
を
進
め
る
。
他

の
施
設
に
つ
い
て
は
、
各
施
設
の
事
情
を
尊
重
し
な

が
ら
、
新
市
に
継
承
す
る
。�

【
林
業
関
連
各
種
イ
ベ
ン
ト
】�

　
・
船
井
郡
林
業
振
興
展
及
び
船
井
郡
丹
波
く
り
ま
つ
り

は
見
直
し
、
新
市
に
移
行
後
、
新
た
な
林
業
振
興
イ

ベ
ン
ト
を
実
施
す
る
。�

�

一
部
が
決
定
し
た
合
併
協
定
項
目�

（
※
4
）
基
幹
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー�

　
　
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
導
・
支
援
や
介
護
保
険
対

象
外
の
高
齢
者
等
へ
の
介
護
予
防
、
生
活
支
援
サ
ー

ビ
ス
の
プ
ラ
ン
づ
く
り
を
行
う
所
で
あ
り
、
老
人
福

祉
施
設
内
等
に
設
け
ら
れ
て
い
る
「
地
域
型
在
宅
介

護
支
援
セ
ン
タ
ー
」
の
総
合
調
整
役
も
担
っ
て
い
ま
す
。�

�

（5）
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